
 香芝市情報公開条例施行規則及び香芝市情報公開・個人情報保護審査会規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和５年３月２８日 

                     香芝市長 福 岡 憲 宏 

香芝市規則第１６号 

   香芝市情報公開条例施行規則及び香芝市情報公開・個人情報保護審査会

規則の一部を改正する規則 

 （香芝市情報公開条例施行規則の一部改正） 

第１条 香芝市情報公開条例施行規則（平成１２年規則第４３号）の一部を次

のように改正する。 

  第５条中「第２７条」を「第２２条」に改める。 

  第６条中「第３０条」を「第２４条」に改める。 

 （香芝市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正） 

第２条 香芝市情報公開・個人情報保護審査会規則（平成１２年規則第４４号

）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「香芝市情報公開条例（平成１２年条例第２８号）第２５条」を

「香芝市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年条例第２４号）第１

２条」に改める。 

  第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条を第３条とし、第５条を第４

条とする。 

   附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


